
 

 

 

 

 

事 務 連 絡  

令 和 ３ 年 １ 月 1 8日 

 

 

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

大 学 又 は 高 等 専門 学 校 を 設 置 す る 各 地 方 公 共 団 体 担当課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

大学を設置する各学校設置会社担当課 

独立行政法人国立高等専門学校機構担当課 御中 

各都道府県教育委員会専修学校主管課  

各 都 道 府 県 専 修 学 校 主 管 課  

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

大学及び高等専門学校を設置する公立大学法人を設立する各地方公共団体担当課  

日 本 語 教 育 機 関 担 当 課 

準 備 教 育 施 設 担 当 課 

 

 

文部科学省高等教育局学生・留学生課   

 

 

学生支援緊急給付金（「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』） 

のオンライン申請のデータ保存について（周知） 

 

 

平素は文部科学行政に格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。 

令和２年 5月 22 日付事務連絡「学生支援緊急給付金給付事業（「学びの継続」のため

の『学生支援緊急給付金』の申請及び選考について（周知）」でご案内いたしましたスマ

ートフォンを活用した申請システムの申請データの保存につきましてお知らせ致しま

す。 

 

○スマートフォンを活用したオンライン申請について 

 

スマートフォンを活用したオンラインシステムは、約 1,000 校にご利用いただき、学

生等の利便性向上に資するものであったと考えております。 

さて、現在、当該システム内に申請情報が保存されておりますが、契約の関係上、令

和３年３月３１日以降は申請情報がシステム内から削除されるため、それまでに必要な

データは各学校において保存していただき、適正に管理いただきますようお願いいたし

ます。なお、申請情報は、各学校において５年間保存いただくことになっておりますこ

とを申し添えます 

【重要】 
学びを継続できるよう実施する「学生支援緊急給付金給付事業」について、スマートフ

ォンを活用した申請システムに係るデータの保存について案内させていただきます。 

 



 

 

＜保存方法＞ 

  別添「学生支援緊急給付金データ保存マニュアル」をご参照ください。 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本件問合せ先） 
 
＜大学、短期大学、高等専門学校、日本語教育機関＞ 

e-mail: kyuhugata-shien@mext.go.jp 
※ お問合せは、メールにてお願いします。 
※ メールの件名に【学校名】記載ください。 

＜専門学校＞ 
e-mail: kyuhugata-senkaku@mext.go.jp 
※ お問合せは、メールにてお願いします。 
※ メールの件名に【学校名】記載ください。 

 
 
（国立大学） 

文部科学省高等教育局国立大学法人支援課 
電話：03-5253-4111（代表） 
支援第一係（内線 3757） 
支援第二係（内線 3766） 
支援第三係（内線 3765） 
支援第四係（内線 3754） 

（公立大学） 
文部科学省高等教育局大学振興課公立大学係 

電話：03-5253-4111（代表）（内線 3370） 
（私立大学） 

文部科学省高等教育局私学部私学行政課総務係 
電話：03-5253-4111（代表）（内線 2530） 

（国立高等専門学校） 
文部科学省高等教育局専門教育課高等専門学校係 

電話：03-5253-4111（代表）（内線 3347） 
（海外大学日本校、日本語教育機関等） 

文部科学省高等教育局学生・留学生課修学支援室 
電話：03-5253-4111（代表）（内線 3508） 


